
○感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化【全サービス】 

＜解釈通知抜粋（居宅介護事業者の例）＞ 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、

具体的には次のアからウまでの取扱いとすること。 

 ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

   当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広

い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部

の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確に

するとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めてお

くことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など指定居宅介護事業所の状況に応

じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案

して必要に応じ随時開催する必要がある。 

   感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ

ンが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、障害

のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、厚

生労働省「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守すること。 

   なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、

他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

 イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

   当該指定居宅介護事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、

平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

   平常時の対策としては、指定居宅介護事業所内の衛生管理（環境の整備等）、支援にかかる

感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大

の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等へ

の報告等が想定される。また、発生時における指定居宅介護事業所内の連絡体制や上記の関

係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

   なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員の

ための感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 

 ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

   従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

   職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護事業所が定期的な教育（年

１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

   なお、研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策

マニュアル」等を活用するなど、指定居宅介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該

指定居宅介護事業所の実態に応じ行うこと。 



   また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染

症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、

指定居宅介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施す

るものとする。 

   訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 同趣旨のサービス 

 ・重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者等包括支援，就労定着支援，自立生活援助 

 ⇒ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（５６ページ） 

 ・地域移行支援，地域定着支援 

 ⇒ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準について（３１ページ） 

 ・計画相談支援 

 ⇒ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準について（３４ページ） 

 

＜解釈通知抜粋（療養介護事業者の例）＞ 

② 基準第 71条第２項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべ

き措置については、具体的には次のアからエまでの取扱いとすること。 

 ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

   当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例えば、施設長

（管理者）、事務長、医師、看護職員、生活支援員、栄養士又は管理栄養士）により構成する。

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以

下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、入所者

の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染

症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

   感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、

障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、

個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守する

こと。 

   なお、感染対策委員会は、運営委員会など指定療養介護事業所内の他の委員会と独立して

設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと

認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し

支えない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい。 

   また、指定療養介護事業所外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用することが

望ましい。 

 イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 
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   指定療養介護事業所における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」

には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

   平常時の対策としては、指定療養介護事業所内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、

血液・体液の処理等）、日常の支援にかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・

分泌液・排泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなど

の取り決め）、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、

発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関

係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における指定療養

介護事業所内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要

である。 

   なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員の

ための感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 

 ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

   従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定療養介護事業所における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

   職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定療養介護事業所が指針に基づいた

研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時に

は必ず感染対策研修を実施することが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する

場合には、委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

   研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュ

アル」等を活用するなど、指定療養介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定居

宅介護事業所の実態に応じ行うこと。 

 エ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 

   平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュ

レーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発

生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指

定療養介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施する

ものとする。 

   訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 同趣旨のサービス 

 ・生活介護，短期入所，自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型，

就労継続支援Ｂ型，自立生活援助，共同生活援助 

 ⇒ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（９２ページ） 

 ・障害者支援施設 

 ⇒ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準について（６８ページ） 
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